
 

東京都外国人患者受入れ体制整備支援事業実施要綱 

 

平成２９年７月２１日２９福保医政第７０９号 

一部改正 令和２年３月１８日３１福保医政第２０８６号 

 

第１ 目的 

本事業は、外国人が言葉や文化の隔てなく、症状に応じて安心して医療機関を受診

できるよう、医療機関が外国人患者を受け入れるに当たり必要な整備への支援を行い、

外国人患者への医療提供体制を充実することを目的とする。 

 

第２ 実施主体 

本事業の実施主体は、東京都内において、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第

７条の規定に基づき許可を受けた病院若しくは診療所又は同法第８条の規定に基づき

届出をした診療所の開設者とする。 

 

第３ 事業内容 

医療機関における文書や案内表示の多言語化等、外国人患者の受入れ体制の整備を

支援する。 

 

第４ 整備対象 

   本事業では、医療機関における外国人患者の受入れ体制の充実を目的とした以下の

整備を対象とする。 

  １ 多言語対応ツールの導入 

 ２ 院内文書の多言語化 

 ３ 案内表示の多言語化 

 ４ ホームページの多言語化 

 ５ 外国人患者の受入れに対応するためのシステムの導入 

 ６ 職員の語学力の向上等（研修、通信講座等の受講） 

   

第５ その他 

この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２９年７月２１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

   

 附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 


